
小児救急・周産期医療の連携体制  
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救急・入院の集約化  

救急・入院医療の広域化  

病診連携の強化  

身近な医療の継続  
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医療資源の集約化の例（北海道中空知地域）  

「砂川市立病院」に産  

婦人科医を集約   

・出産、入院治療、時間外  

救急対応、研修医師・看護  

師の教育・実習等の実施ふ  

・高度な医療の実施  

＜医療連携による役割分担＞  

【H16．10から】  

医療機能の充実による地域の診療レベル向上。  

他の2病院では、砂川市立病院からの派遣医  

師による外来診療実施。  

限られた医療資源を効率的に活用。  

・これまで診療できなかった1，800g未満の未熟児の診療  

が可能（実際に妊娠28週1，020gの未熟児の診療も実施）  

札幌市や旭Jtト市に行かなくても地域で診療可能。  

・勤務医の勤務環境の改善  

3つの市立病院に、産婦人科医が1～2名  

配置され、それぞれ分べんを実施。  

・各病院で医師確保に苦労  

t過重な勤務環境  
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夜間における小児医療の医療資源の集約イヒの例（大阪府豊能地域）  

「豊能広域こども急  

病センター」を設置  【H16．4から】  

・一次救急患者を診察し、  

重症度を見極め、重症の場  
合は市立病院等へつなぐ機  

能を担うこ入院機能はない。  
・入院が必要な患者は、各  
地域の市立病院などで精密  

検査や入院治療を受ける。  
・大学や国立病院からの派  

遣医師の他、地元の開業医  
も交代で出務し診療する。  吹

田
市
 
 

各病院の一次救急患者は減少。センターが担う  
一次救急と、各市立病院等が担う二次救急の役  

割分担が図られ、効率化の実現とともに小児科勤  
務医の労働条件も改善。  

・センターを受診する患者の重症度は、軽症97．4％、重症  
2．6％（平成17年度）  

・市立病院等への搬送はセンター全受診者の2．6％（同）  

・市立病院等への一次救急患者は約8割減少（同）  

4つの市の市立病院と、1つの公的病院  
が、それぞれで、24時間365日の小児救  
急診療を実施。  

・風邪などの軽症患者も重症の患者も混在して  

受診  

■各病院の夜間態勢は、小児科医1人ずつの配  
置であり、過重な労働環境  
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市の取組例  
※岡崎市においては、小児救急体制について、住民参加の協議会活動を行い、シンポジウムの開催や  
受診の仕方についてのガイドブック作成などの患者・住民への啓発広報活動を行ったところ、一次医療を  
担う夜間急病診療所の利用者が増加し、高度な救急医療を担う市民病院救急外来受診者は減少した。  

岡崎市民病院救急外来、夜間急病診療所別  
小児科受診者数（20時～23時台）  
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小児救急電話相談事業（＃8000）の拡充  

小児救急電話相談事業（＃8000）は、  

・小児科特有の問題として、休日夜間の外来患者数が多く、そのほとんどが軽症患者であるという実態から、適切  

な受入体制へのアクセス誘導をする上でも重要  

・小児救急医療体制の構築とともに、小児科医師の確保が困難な地域における医療資源の集約化・重点化の推進  
においても、その周辺整備における重要な位置づけ  

【予算による対応】  

○全ての都道府県での実施  

・箇所数41→47都道府県  
○深夜帯への対応  

・人件費（人数）3一→4人  

○携帯電話への対応  
・電話回線料   

1社（固定のみ）  

→5社（固定＋携帯4社）  

電話相談事業  
〔平成16年度～〕  

（実施状況）  

・35都道府県で実施  

（平成19年3月1現在）  

・夜間帯は23暗まで  

・固定電話会社との契約  

（事業内容）  

地域の小児科医による夜間の小児患者の保護  
軍等向けの電話相談体制を整備  

（全国同一短縮番号（＃8000）による架電）  

鱒域の小児救急医療体制の補強と医療機関  

わ機能分化を推進  

○どこでも患者の症状に応じた適切．な医療が  
声乙  

けられる。  

全国47都道府県に  

よる実施  

・民間会社への委託  

（地域における小児科医師  

の確保等が得られないなど）  

・関係機関への協力依頼  

深夜帯を含む全ての  

休日暮夜間での実施   

・深夜帯における民間会社の  

活用  

・関係機関への協力依頼  

携帯電話活用による  

利用方法の拡大 

・携帯電話会社との契約  

（NTTドコモ、au、ソフト   

バンク、ウイルコム）  

＃80POの広報策  
・マスコミ等の活用  

（ラゾオCM、ホームヘ○∴ゾ、ポス  

ター配布など）  

・都道府県等自治体、小児科  

学会等関係機関、小児科標棒  
の医療機関などによる周知  

（＃8000をテーマにしたボス  

ター掲示など）  
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